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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第16期
第２四半期
連結累計期間

第16期
第２四半期
連結会計期間

第15期

会計期間
自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

売上高 (千円) 26,810,587 12,619,983 53,656,035

経常利益 (千円) 438,084 115,379 1,315,366

四半期(当期)純利益 (千円) 300,938 142,123 1,076,413

純資産額 (千円) ─ 16,771,676 16,463,940

総資産額 (千円) ─ 24,872,303 26,772,557

１株当たり純資産額 (円) ─ 110,787.61 109,022.26

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2,031.94 959.62 7,283.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2,031.65 959.48 7,259.33

自己資本比率 (％) ─ 66.0 60.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △978,949 ─ 1,102,921

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,055,598 ─ 847,905

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △106,152 ─ △987,312

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 10,902,101 14,021,798

従業員数 (名) ─ 753 701

(注)　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内

　容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動は「３[関係会社の状況]」

　に記載のとおりであります。

　当社グループの系統図を表すと、以下の通りとなります。

　なお、Ｂ２Ｃ事業は株式会社オプトゴルフを清算したため、以下はＢ２Ｂ事業のみを表記してお

　ります。

 

　

３ 【関係会社の状況】

　連結子会社でありました「株式会社オプトゴルフ」は、平成21年５月25日をもって清算結了した

　ため、当第２四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(名) 753

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の平均人員が従業員数の10％に満たないため記載を省略しており

ます。　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(名) 594

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員が従業員数の10％に満たないため記載を省略しておりま

す。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

　当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおり

　であります。

事業の種類別セグメント
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

Ｂ２Ｂ事業（千円） 11,127,317

Ｂ２Ｃ事業（千円） ─

合　　　計 11,127,317

　　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおり

　であります。

事業の種類別セグメント
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

Ｂ２Ｂ事業（千円） 12,619,983

Ｂ２Ｃ事業（千円） ─

合　　　計 12,619,983

　　(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　 ２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

販売高(千円) 割合(％)

株式会社電通 5,072,902 40.2

　

２ 【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま

　せん。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

　当社グループを取り巻くインターネットビジネス環境は、ブロードバンド接続の普及や携帯電

　話端末によるインターネット接続の増加などから、インターネット利用者が9,000万人（総務省発

  表）を突破し、コミュニケーションツールとしての利用も定着するなどインターネットは日常生

  活に欠かせないメディアとなっております。当社グループの主要事業領域であるインターネット

　広告についても、市場規模が平成20年に6,983億円（電通発表）となるなど、引き続き拡大を続け

　ております。このような状況下、当社グループは「測定可能なマーケティング／数値を使った問

　題解決」をキーワードとし、より高度な提案体制の構築・強化を進め、広告代理事業やその周辺

　領域となるソリューション事業の継続拡大、および株式会社電通との協業推進により市場シェア

　拡大を目指してまいりました。また、中長期的な成長を見据え、収益モデルの多角化を図るべ

　く、インターネット広告に続く新たな主力事業の構築にも取り組んでまいりました。

　　当第２四半期連結会計期間において、景気低迷のなか、新予算年度を迎えた顧客の広告費抑制

　傾向が一層強まり、主に広告代理事業分野が影響を受けました。このような結果、当第２四半期

　連結会計期間における連結業績は、売上高12,619百万円、営業利益83百万円、経常利益115百万

　円、純利益142百万円となりました。

 

　　事業ごとの活動状況は以下の通りであります。

 

＜Ｂ２Ｂ事業＞

　①広告代理事業分野

　　当事業分野においては、インターネット広告の取扱い（広告代理）が中心であり、また、連結

  子会社の株式会社クラシファイドにてYahoo!不動産新築物件情報等の販売を行っております。

　　当第２四半期連結会計期間は、景気低迷が広告市況に影響を及ぼすなか、単体の株式会社電通

  との協業においてナショナルクライアント向けの純広告やモバイル広告の取扱いが増加しまし

　た。一方で株式会社電通との協業以外では、顧客の広告予算抑制の影響を受けました。また、連

　結子会社の株式会社クラシファイドが不動産業界の市況の影響により、マンション物件の掲載件

　数が減少し、低調な売上高となりました。

　　この結果、当事業分野の売上高は11,717百万円となりました。

 

　②ソリューション事業分野

　　当事業分野においては、主にインターネット広告の効果測定システムやサイト内解析システム

  などのラインナップを揃える「ADPLAN（アドプラン）」シリーズのほか、広告制作（クリエイテ

  ィブ）、ウェブサイト開発、SEOサービスなどeマーケティングを総合的に支援するための周辺サ

  ービスを顧客に提供しております。

　　当第２四半期連結会計期間は、「ADPLAN（アドプラン）」シリーズのモバイル広告効果測定シ

　ステムやサイト内解析システムの販売が拡大し、業績に貢献しました。また、拡販に注力した結

　果、連結子会社のクロスフィニティ株式会社のSEOサービスの取扱いも、順調に拡大しました。一

　方で、景気低迷による広告需要への影響から単体の広告制作等が縮小しました。

　　この結果、当事業分野の売上高は724百万円となりました。

 

　③その他事業分野

　　当事業分野においては、単体によるローン情報などの比較サイトの運営、連結子会社の韓国の

  ネット広告会社eMFORCE Inc.による広告代理、株式会社TradeSafeによる通販サイトへの信頼性認

  証サービスなどを提供しています。

　　当第２四半期連結会計期間は、比較サイトの運営が事業縮小に伴い大幅に減少しました。

　　この結果、当事業分野の売上高は178百万円となりました。

 

＜Ｂ２Ｃ事業＞

　　当事業につきましては、連結子会社の株式会社オプトゴルフ（旧商号　株式会社ALBA）がゴル

　フ雑誌の出版業やゴルフ場予約などのオンラインサービスを提供していましたが、平成20年11月
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　28日付で他社に全事業を譲渡いたしました。

　（なお、株式会社オプトゴルフは、平成21年5月25日に清算結了いたしました。）　
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(2) 財政状態の分析

（資産）

　　　当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、主に現金及び預金の減少により24,872

　　百万円（前連結会計年度末比7.0％減）となりました。

 

　（負債）

　　　当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、主に支払手形及び買掛金、未払法人

　　税の減少により8,100百万円（前連結会計年度末比21.4％減）となりました。

 

　（純資産）

　　　当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、主に利益剰余金及び新株予約権の

　　増加により16,771百万円（前連結会計年度末比1.9％増）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、

　　10,902百万円と前連結会計年度末（14,021百万円）と比べ3,119百万円の減少となりました。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は、196百万円となりまし

　　た。これは、主に本社移転関連費の支払によるものであります。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果増加した資金は、113百万円となりま

　　した。これは、主に投資有価証券の売却によるものであります。

 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は、19百万円となりまし

　　た。これは、主に配当金の支払によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に

　　重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

　　当第２四半期連結会計期間における研究開発費は、5,363千円であります。なお、当第２

　　四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 433,152

計 433,152

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 149,304 149,316
ジャスダック証券取

引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 149,304 149,316 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況の内容は

　　次のとおりであります。

　（平成15年８月18日発行　第１回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） ２

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

24

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

13,542

新株予約権の行使期間
平成15年８月18日から
平成25年８月17日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格      13,542
資本組入額　 　6,771

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込金額を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり発行価額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成16年３月10日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を３株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は162,500円から54,167円に、資本組

　　　　入額は81,250円から27,083円にそれぞれ調整されております。

　　　３　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は54,167円から13,542円に、資本組入

　　　　額は27,083円から6,771円にそれぞれ調整されております。
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　（平成16年９月22日発行　第２回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 92

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

368

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

130,801

新株予約権の行使期間
平成18年９月23日から
平成26年９月22日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       130,801
資本組入額      65,400

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は523,201円から130,801円に、資本組

　　　　入額は261,600円から65,400円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年４月27日発行　第３回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

552

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

607,813

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       607,813
資本組入額     303,906

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は2,431,252円から607,813円に、資本

　　　　組入額は1,215,626円から303,906円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年10月28日発行　第３回－２新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） １

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

４

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

462,735

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       462,735
資本組入額     231,367

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。
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　（平成18年４月12日発行　第５回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 420

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

420

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

713,000

新株予約権の行使期間
平成20年３月31日から
平成28年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       713,000
資本組入額     356,500

新株予約権の行使の条件

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

（２）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（３）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。
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　　　会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況の内容は次

　　のとおりであります。

　（平成20年４月23日発行　第６回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 151

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

151

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

350,000

新株予約権の行使期間
平成22年４月１日から
平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       350,000
資本組入額     175,000

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件
　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ
　　　いて新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件と
　　　し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで
　　　はない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって
　　　取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定するこ
　　　とが出来るものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも
　　　当該新株予約権の行使は出来なくなるものとする。
　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権
　　　の一部の行使は認められないものとする。
　　③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使によ
　　　り当該権利者に対して発行される株式数は整数（会社が単元株制度を導
　　　入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、１株（会社
　　　が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分については
　　　これを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の
　　　切り捨てについて金銭による調整は行わない。
（２）相続
　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を　　
　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─
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組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

　会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若
しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若し
くは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して
「再編対象会社」という。）の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付す
ることができる。
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
　　　権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
　　　とする。
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
  　　再編対象会社の普通株式とする。
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項の定めに準じて決
　　　定する。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項に定める行使価額
　　　を調整して得られる再編後行使価額に、上記（3）に従って決定される
　　　当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
　　　る。
（５）新株予約権を行使することができる期間
  　　本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力
　　　発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の要項に定める新株予約
　　　権を行使することができる期間の末日までとする。
（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
  　　本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画に
　　　おいて定めるものとする。
（７）取締役会による譲渡承認について
  　　新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
　　　のとする。
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（注）１（１）普通株式について、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式に

　　　　　　より調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　（２）（ⅰ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。

　　　　　　以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴う

　　　　　　ものを除く）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株

　　　　　　式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若し

　　　　　　くは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又

　　　　　　は権利を意味する。以下同じ。）の発行を行うとき（無償割当てによる場合を含む。）は、未行使の

　　　　　　本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端

　　　　　　数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付

　　　　　　する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１

　　　　　　株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が

　　　　　　決定する金額を意味する。

　　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、

　　　　　　それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

　　　　　　場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

　 新発行株式数＋１株当たり払込金額

　 既発行株式数　＋ 時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

　　　　　①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総

　　　　　　数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（但し当該調整事由によって新たに発

　　　　　　行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。）から、同日における会社の

　　　　　　保有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする。

　　　　　②「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（このうち、終

　　　　　　値（気配表示を含む。）のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（但し、会社の普通

　　　　　　株式にかかる株券が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融商品取引所のう

　　　　　　ち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主た

　　　　　　る金融商品取引所）における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

　　　　　（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円単位未満少数第２位まで算出し、その少数第

　　　　　　２位を切り捨てる。

　　　　　③会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分す

　　　　　　る自己株式の数」と読み替えるものとする。

　　　　　④会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行さ

　　　　　　れる潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株

　　　　　　あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
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　　　会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況の内容は次

　　のとおりであります。

　（平成21年５月29日発行　第７回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 1,064

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

1,064

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

135,000

新株予約権の行使期間
平成23年５月30日から
平成26年５月29日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       135,000
資本組入額      67,500

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件
　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ　
　　　いて新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件と
　　　し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで
　　　はない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって
　　　取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定するこ
　　　とが出来るものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも
　　　当該新株予約権の行使は出来なくなるものとする。
　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権
　　　の一部の行使は認められないものとする。
　　③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使によ
　　　り当該権利者に対して発行される株式数は整数（会社が単元株制度を導
　　　入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、１株（会社
　　　が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分については
　　　これを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の
　　　切り捨てについて金銭による調整は行わない。
（２）相続
　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を
　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─
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組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

　会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若
しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若し
くは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して
「再編対象会社」という。）の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付す
ることができる。
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
　　　権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
　　　とする。
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
  　　再編対象会社の普通株式とする。
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項の定めに準じて決
　　　定する。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項に定める行使価額
　　　を調整して得られる再編後行使価額に、上記（3）に従って決定される
　　　当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
　　　る。
（５）新株予約権を行使することができる期間
  　　本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力
　　　発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の要項に定める新株予約
　　　権を行使することができる期間の末日までとする。
（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
  　　本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画に
　　　おいて定めるものとする。
（７）取締役会による譲渡承認について
  　　新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
　　　のとする。

EDINET提出書類

株式会社オプト(E05374)

四半期報告書

24/44



（注）１（１）普通株式について、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により調整す　　

　　　　　　るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　  この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる

          １株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　（２）（ⅰ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。

　　　　　　以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴う

　　　　　　ものを除く）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株

　　　　　　式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若し

　　　　　　くは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又

　　　　　　は権利を意味する。以下同じ。）の発行を行うとき（無償割当てによる場合を含む。）は、未行使の

　　　　　　本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端

　　　　　　数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付

　　　　　　する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１

　　　　　　株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が

　　　　　　決定する金額を意味する。

　　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、

　　　　　　それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

　　　　　　場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

　 新発行株式数＋１株当たり払込金額

　 既発行株式数　＋ 時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

　　　　　①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総

　　　　　　数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（但し当該調整事由によって新たに発

　　　　　　行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。）から、同日における会社の

　　　　　　保有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする。

　　　　　②「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（このうち、終

　　　　　　値（気配表示を含む。）のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（但し、会社の普通

　　　　　　株式が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されてる金融商品取引所のうち、当該期間に

　　　　　　おける会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主たる金融商品取引

　　　　　　所）における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日

　　　　　　数を除く。）とする。平均値の計算は、円単位未満少数第２位まで算出し、その少数第２位を切り捨

　　　　　　てる。

　　　　　③会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分す

　　　　　　る自己株式の数」と読み替えるものとする。

　　　　　④会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行さ

　　　　　　れる潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株

　　　　　　あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年５月２日(注) ― 149,304― 7,595,351△1,000,0006,806,851

(注)　会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 （平成21年６月30日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

株式会社電通 東京都港区東新橋１丁目８－１ 52,000 34.82

鉢嶺　登 東京都世田谷区 23,498 15.73

海老根　智仁 神奈川県逗子市 9,312 6.23

野内　敦 東京都港区 5,654 3.78

小林　正樹 東京都文京区 5,554 3.71

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 5,000 3.34

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 3,581 2.39

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 2,262 1.51

バークレイズキャピタルセキュ
リティーズロンドンケイマンク
ライアンツ（常任代理人　スタン
ダード　チャータード銀行）

1　CHURCHILL PLACE,　LONDON E14
　5 HP,　UNITED KINGDOM（東京都千
代田区永田町２丁目１１－１）

2,050 1.37

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505044
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決裁
業務室）

P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSET
　
　TS 02101 U.S.A（東京都中央区日
本橋兜町６－７）

1,316 0.88

計 ─ 110,227 73.82
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 （平成21年６月30日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　1,200

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　148,104 148,104 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 149,304 ― ―

総株主の議決権 ― 148,104 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 （平成21年６月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社　オプト

東京都千代田区神田錦町
３－２６

1,200 ― 1,200 0.8

計 ― 1,200 ― 1,200 0.8

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　１月 　２月 　３月 　４月 　５月 　６月

最高(円) 167,200141,200117,900122,600143,000140,700

最低(円) 112,50095,00096,20098,600110,000125,000

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年６月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,030,983 14,174,855

受取手形及び売掛金 7,689,884 8,578,352

その他 476,186 575,383

貸倒引当金 △233,330 △236,199

流動資産合計 18,963,723 23,092,392

固定資産

有形固定資産 ※１
 359,659

※１
 305,781

無形固定資産

のれん 56,554 19,930

その他 650,666 559,426

無形固定資産合計 707,220 579,357

投資その他の資産

投資有価証券 3,900,962 1,783,940

その他 1,073,994 1,228,045

貸倒引当金 △143,078 △230,246

投資その他の資産合計 4,831,878 2,781,738

固定資産合計 5,898,758 3,666,877

繰延資産 9,821 13,287

資産合計 24,872,303 26,772,557
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,073,158 8,408,244

短期借入金 40,000 －

未払法人税等 66,439 768,989

賞与引当金 77,736 －

製品保証引当金 1,592 1,390

その他 816,315 1,110,471

流動負債合計 8,075,242 10,289,096

固定負債

退職給付引当金 25,384 19,521

固定負債合計 25,384 19,521

負債合計 8,100,627 10,308,617

純資産の部

株主資本

資本金 7,595,351 7,595,351

資本剰余金 7,806,851 7,806,851

利益剰余金 1,263,448 1,110,613

自己株式 △240,197 △240,197

株主資本合計 16,425,454 16,272,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24,106 △82,486

為替換算調整勘定 △41,472 △43,500

評価・換算差額等合計 △17,366 △125,986

新株予約権 22,372 9,851

少数株主持分 341,215 307,455

純資産合計 16,771,676 16,463,940

負債純資産合計 24,872,303 26,772,557
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年６月30日)

売上高 26,810,587

売上原価 23,566,265

売上総利益 3,244,321

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,485,380

賞与引当金繰入額 65,777

貸倒引当金繰入額 26,366

製品保証引当金繰入額 3,427

その他 1,282,866

販売費及び一般管理費合計 2,863,819

営業利益 380,502

営業外収益

受取利息 51,895

受取配当金 3,518

その他 9,899

営業外収益合計 65,312

営業外費用

支払利息 389

投資事業組合運用損 2,920

株式交付費償却 3,466

その他 954

営業外費用合計 7,731

経常利益 438,084

特別利益

投資有価証券売却益 61,148

その他 14,437

特別利益合計 75,585

特別損失

投資有価証券評価損 103,011

本社移転関連費用 229,164

その他 31,098

特別損失合計 363,275

税金等調整前四半期純利益 150,394

法人税、住民税及び事業税 40,459

法人税等調整額 △161,932

法人税等合計 △121,473

少数株主損失（△） △29,070

四半期純利益 300,938
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　【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

売上高 12,619,983

売上原価 11,127,317

売上総利益 1,492,666

販売費及び一般管理費

給料及び手当 759,348

賞与引当金繰入額 △16,319

貸倒引当金繰入額 10,150

製品保証引当金繰入額 2,983

その他 652,999

販売費及び一般管理費合計 1,409,161

営業利益 83,504

営業外収益

受取利息 28,831

受取配当金 2,351

その他 4,597

営業外収益合計 35,780

営業外費用

支払利息 161

投資事業組合運用損 1,608

株式交付費償却 1,733

その他 402

営業外費用合計 3,906

経常利益 115,379

特別利益

投資有価証券売却益 59,160

その他 13,433

特別利益合計 72,593

特別損失

投資有価証券評価損 61,487

本社移転関連費用 229,164

その他 22,238

特別損失合計 312,890

税金等調整前四半期純損失（△） △124,917

法人税、住民税及び事業税 △24,688

法人税等調整額 △226,497

法人税等合計 △251,186

少数株主損失（△） △15,853

四半期純利益 142,123
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 150,394

減価償却費 145,192

株式交付費償却 3,466

投資事業組合運用損益（△は益） 2,920

本社移転関連費用 229,164

投資有価証券評価損益（△は益） 103,011

投資有価証券売却損益（△は益） △61,148

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90,122

賞与引当金の増減額（△は減少） 78,512

製品保証引当金の増減額（△は減少） 201

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,955

受取利息及び受取配当金 △55,413

支払利息 389

固定資産除却損 13,763

売上債権の増減額（△は増加） 989,182

たな卸資産の増減額（△は増加） 73

仕入債務の増減額（△は減少） △1,342,052

その他 △454,168

小計 △281,676

利息及び配当金の受取額 41,103

利息の支払額 △389

法人税等の支払額 △737,987

営業活動によるキャッシュ・フロー △978,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △172,565

無形固定資産の取得による支出 △135,967

投資有価証券の取得による支出 △2,190,585

投資有価証券の売却による収入 140,137

投資有価証券の払戻による収入 4,426

その他 298,955

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,055,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 40,000

配当金の支払額 △146,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,139,395

現金及び現金同等物の期首残高 14,021,798

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

19,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 10,902,101
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

１　連結の範囲の変更

　前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社でありました「株式会社TradeSafe」は、重要性が高くなっ

　たことにより、第１四半期連結会計期間より連結子会社へ変更しております。また、「株式会社オプトゴ

　ルフ」は当第２四半期連結会計期間において清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

　　変更後の連結子会社の数

　　　５社

 

２　持分法適用の範囲の変更

　前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社でありました「株式会社TradeSafe」は第１四半期連結会計

　期間より連結子会社へ変更しております。

　　よって、持分法適用非連結子会社及び関連会社はありません。

 

３　会計処理の原則及び手続の変更

（１）重要な資産の評価基準及び手続の変更

　　たな卸資産

　　第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成

　　18年７月５日　企業会計基準第９号）を適用しております。

　　　この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

 

（２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

　　の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。　

　　　この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

　認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

　法によっております。　

３　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

　の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

　タックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 272,103千円　 278,620千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

　関係

　現金及び預金 11,030,983千円

　預入期間が３ヵ月を超える

　定期預金

 

△108,490千円

　預入期間が３ヵ月を超える

　定期積金

 

△20,391千円

　現金及び現金同等物 10,902,101千円
　

　

EDINET提出書類

株式会社オプト(E05374)

四半期報告書

35/44



(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　

至　平成21年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 149,304

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,200

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ─ ─ 22,372

合計 ─ 22,372

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年3月30日
定時株主総会

普通株式 148,104 1,000平成20年12月31日 平成21年3月31日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理

　　　を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に

　　　比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日現在）

　　　満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、事業の運営

　　　において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べ著しい変動が認められ

　　　ます。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　
四半期連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

社　　　債 2,000,000 2,023,240 23,240

合　　　計 2,000,000 2,023,240 23,240

　

２．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

(1)　株　　　式 168,642 293,518 124,875

(2)　そ　の　他 486,231 365,250 △120,980

合　　　計 654,874 658,768 3,894

　

(デリバティブ取引関係)

　　当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　１．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　売上原価　　　　　　　　　1,001千円

　　　　販売費及び一般管理費　　　8,235千円

　

　２．当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成21年３月30日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役　　　　　１名

当社の使用人　　　　 507名

子会社の取締役　　　　１名

子会社の使用人　　　　１名

 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式　　　    1,064株

付与日 平成21年５月29日

権利確定条件

①対象者は権利行使時に、株式会社オプトまたは株式会社オプ

　トの子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要

　す。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りではな

　い。

②その他権利行使の条件については、本新株予約権発行の取締

　役会決議および株主総会決議に基づき株式会社オプトと対象

　者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところ

　による。

対象勤務期間 平成21年５月30日～平成23年５月29日

権利行使期間 平成23年５月30日～平成26年５月29日

権利行使価格（円） 135,000円

付与日における公正な評価単価
（円）

67,141円
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)及び第２四半期連結累計期間

（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日）

　　Ｂ２Ｂ事業の売上高、営業損益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超である

　　ため、その記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)及び第２四半期連結累計期間

（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日）

　　全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％超であるため、記載を省略してお

　　ります。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)及び第２四半期連結累計期間

（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　 　

　 110,787.61円銭
　

　 　

　 109,022円 26銭　
　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 16,771,676 16,463,940

普通株式に係る純資産額（千円） 16,408,088 16,146,633

差額の主な内訳（千円） 　 　

　新株予約権 22,372 9,851

　少数株主持分 341,215 307,455

普通株式の発行済株式数（株） 149,304 149,304

普通株式の自己株式数（株） 1,200 1,200

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

148,104 148,104

　

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 2,031.94円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2,031.65円
　

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 300,938

普通株式に係る四半期純利益(千円) 300,938

普通株主に帰属しない金額(千円) ──────

普通株式の期中平均株式数(株) 148,104

四半期純利益調整額(千円) ──────

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数(株)

21

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

──────
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第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 959.62円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 959.48円
　

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 142,123

普通株式に係る四半期純利益(千円) 142,123

普通株主に帰属しない金額(千円) ──────

普通株式の期中平均株式数(株) 148,104

四半期純利益調整額(千円) ──────

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数(株)

21

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

──────

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月13日

株式会社オプト

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　笛　木　忠　男　　印

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　坂　井　知　倫　　印
　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社オプトの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オプト及び連結子会社の平成21年６

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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